
 

＜報道発表資料＞ 

令和８年２月２７日 

京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター 

令和８年度 行政書士による無料相談会の開催 
各区役所・支所にて開催します！ 

京都市及び京都府行政書士会では、行政書士による無料相談会を開催します。 

相続や遺言の手続や成年後見、役所への手続など、日々の暮らしの中での様々なお困りごとに

行政書士が丁寧にお答えします。 

 

【無料相談会概要】 

● 日  時  裏面に記載のとおり 

● 場  所  各区役所・支所の相談室または会議室等 

※ 御来場の際は公共交通機関を御利用ください。 

● 相談内容  暮らしの困りごとに関する幅広い相談 

（相続、遺言、成年後見、役所への手続きなど） 

● 相 談 員  京都府行政書士会所属の行政書士 

● 相 談 料  無料 

● 申込方法  当日会場にて受付（予約不要） 

● 運  営  京都府行政書士会及び京都市との共催 

 

 

＜お問合せ先＞ 

・本事業に関するお問合せ先 

 京都府行政書士会 

 電話：０７５－６９２－２５００ 

 

・報道機関からのお問合せ先 

京都市文化市民局文化市民部消費生活総合センター 

電話：０７５－３６６－２２５０ 
 

 

変 更（令和８年６月１５日配布） 

伏見区における申し込み状況を鑑み、伏見区役所での相談会を 

７月より隔月開催から毎月開催に変更します。 

併せて、本事業に関するお問合せ先として、京都府行政書士会を追記しました。 



 

＜令和８年度 行政書士による無料相談会日程＞ 
 


